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★ 入金にあたり役所や金融機関が、ATM 操作を携帯電話で指

示することはありません。 

★ 急かされても一度電話を切り、周囲に相談してから折り返し

電話するなどして、個人情報を知られないよう注意しましょう。 
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８月１日 深川市内の７０代女性宅に 

市役所年金課職員を名乗る男から電話がありました。 

「○年×月△日生まれ、○○□□さんですか。２月に医療

年金の還付金の申請書を送付したが、見ているか。本来は６

月末が期限だがまだ間に合う。今すぐ手続きしないと還付金

がもらえなくなる」と急かし、 

その後、金融機関職員を名乗る男から電話で、「手続きに

ついては、電話で教えるので指示に従って ATMを操作してく

ださい」などと言い、犯人の指定口座へと現金を振り込ませ

ようとしました。今回は現金を振り込む前に、家族に相談し

市役所に確認をとったので被害はありませんでした。 

旭川市内でも、同様の詐欺の予兆電話が複数報告されてお

り、詐欺の被害が出ています。 

還付金詐欺多発中！！ 


